
「令和7年8月10日からの大雨時における排水機場等の稼働状況等に関する検証委員会」中間答申について 資料１

✓ 令和7年8月10日からの大雨により、本市が管理する山ノ下排水機場（河川課）及び坪井ポンプ場（水再生課）では
     一時的に排水機能の喪失により、稼働に空白の時間が生じた。
✓ 各々の排水機場について、停止原因・再稼働までの職員の対応や停止したことによる影響及び再発防止に必要となる

各種の対策について、検証委員会を設置し、10月16日より３回にわたり審議いただいた。
✓ 11月14日に委員会より中間答申が手交された。今後、本市が管理する排水機場等が継続的に安定して稼働するため

の対策等の検証を行い、令和8年３月に最終答申とりまとめの予定。

１． 坪井ポンプ場についての検証結果 ２．開催状況等

３．今後の検証事項

・坪井ポンプ場が受け持つ区域周辺の浸水状況を踏まえた
   浸水原因
・坪井ポンプ場の施設の能力と周辺浸水との因果関係
・坪井地区を含む城東地区（合流式下水道）浸水解析シ
   ミュレーション結果に基づく被害軽減に向けた検討

・第１回検証委員会
（令和7年10月16日）

【停止した原因】

・ポンプ停止前より周辺はすでに浸水しており、屋外に設
  置してある受電盤への浸水により安全装置が焼損した

【停止したことによる影響】

・浸水痕調査と標高の関係から推定される浸水範囲に対し
   て、浸水への影響は14.5時間で数cmであったと考えら
   れる

【本市の対応】

・設備のメンテナンスに関して問題は見受けられない
・現場職員の安全を確保しながら非常時対応を行っている
   という観点から妥当なものであった

【再発防止策】

・受電設備を含む施設の耐水化（かさ上げ等）
・周辺の流域を含めた浸水対策

水再生課・計画調整課

・第２回検証委員会
（令和7年10月27日）

・第3回検証委員会
（令和7年11月 4日）

・中間答申手交
（令和7年11月14日）
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坪井ポンプ場の耐水化工事について（報告）

（１）かさ上げ高

・ポンプ場地盤面から受電盤設置面までの高さを１．２ｍとする。
・基礎を作り直すため、現位置から敷地奥に移設を行う。

（２）設計根拠
・令和３年度策定の「熊本市公共下水道施設耐水化計画」をベースに、
令和７年８月の大雨における、ポンプ場敷地内の浸水深８０ｃｍを
クリアすることを目的とし設計を行った。

１．かさ上げ高について

ポンプ場建物内に浸水しないよう耐水化工事を行う。
（１）防水扉の設置

一般ドアから取替
（２）ケーブル貫通部の止水処理

電気ケーブルが貫通する場所に止水材を設置
（３）開口部の閉塞

窓やガラスブロックなどを撤去し閉塞する

２．その他工事

出展：国土交通省 建築物における電気設備の
浸水対策ガイドライン

出展：国土交通省 下水道施設の耐水化の考え方
（開口部閉塞）

平面図

水再生課・計画調整課

出展：経済産業省 自家用電気工作物における浸水対策の
取り組み事例について

立面図
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